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2021年 8月 19日 

本稿は、8月 6日に自治労連が厚生労働省で行った緊急記者会見での報告です。 

 

「待ったなし！ 医療・保健所・公衆衛生の拡充！」 

「いのち署名」に寄せられた住民の「声」と現場の実態 

 
自治労連副中央執行委員長 

高柳京子 

  

はじめに 

昨年 12 月から今年 6 月にかけて、自治労

連がとりくんだ「いのち署名」のハガキ版は、

全国で組合員による署名宣伝行動やポスティ

ングで 20万枚以上を配布し、5400枚の返信

で 1 万 1798 筆の署名があつまりました。そ

のうち 733人の方から「私のひとこと欄」に

コメントが寄せられました。 

寄せられたコメントのうち、「保健師、医療

従事者の増員等」を求める声が 256 人、「保

健所、病院の増設、医療体制の充実」を求め

る声が218人と保健所や医療体制の充実と人

員増を求めるものが６割を超えています。 

「公立・公的病院の統廃合反対、公務・公

共の拡充や役割発揮」に関するものが95人、

「政府・自治体への要望」「医療費・社会保障

費削減反対、税金の使い方を変えて」など政

府や政策への要望・意見に関わるものが合わ

せて 187人となりました。 

 

「いのち署名」に寄せられた住民の「声」 

コメントの一部をご紹介します。 

 

 

 

① コロナパンデミックを体験して 

 

② 医療・保健所の拡充を求める声 

 

 

●今回のコロナ感染によって日本の

医療がいかに削減され疲弊させられ

ているのかが手に取るようにわかり

ました。政府が医療に財政的に投入し

ないことが逼迫させています。 

●保健所の大切さがよくわかりまし

た。統合や数をへらしたらこんなコロ

ナのような感染症が広がってきた時、

対応できないことになってしまった。 

●今求められているのは、病院や保健

所などの効率化・縮小ではなく、拡充

です。大幅な予算増で充実すべきでし

ょう。死者が増えているのは政府によ

る人災です。 

●これから先、またどんな強力なウイ

ルスが出てくるかわからない。ますま

す対策は必要になってくる。そのため

にも、公立病院・保健所の充実は、国

民の命をまもるためにもとても重要

だと思う。 
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③ 政治に対する声 

 

④ オリンピックについての声 

 

⑤ 医療や保健所等に働く人への声 

 

感謝の言葉が本当にたくさん寄せられまし

た。ありがとうございます。この場をおかり

してお礼申し上げます。 

寄せられたコメントから、住民のみなさん

も医療従事者や保健師等の増員や労働条件の

改善も含め、保健所・医療体制の充実を求め

ていることがわかります。 

また、保健所、自治体病院をはじめ公務公

共サービスを拡充して役割を発揮してほしい

と思っている。コロナ危機でこれまで政府が

進めてきた公務の削減政策が間違いである。

そんな認識が広がっていると実感しました。 

さらに、国民いのちをまもるために、医療・

公衆衛生にもっと予算をつけてほしいと感じ

ており、菅政権の自己責任を基本とする社会

保障政策の転換、税金の使い方の転換を求め

声が広がっています。 

 

保健所と自治体病院の職場の現状につ

いて 

大阪府職労が 5月に実施したアンケートに

65人の保健師が回答を寄せました。 

今年春、新型コロナ第４派による感染が増

加し、医療ひっ迫の状態に陥った大阪の保健

所の状況です。回答者の半数以上がこの一年

で月 80 時間以上の時間外勤務をしており、

「仕事がある日の平均的な睡眠時間」は、約

３割の人が４時間以下と答えています。連日

の残業や休日出勤により睡眠時間さえ十分に

取れていない実態がわかります。 

また、「この１年で退職を考えたことがある」

と答えた保健師が半数を超え、約２割の人は

現在も退職を考えています。約７割が退職を

考えるほど大変な状況です。 

「今一番つらいこと」では、「膨大な業務を

長時間労働でこなしているが十分な対応がで

きないこと」「事後フォローの時間がほとんど

取れないこと」「必要な方に必要な医療や治療

が行き届かないこと」「通常業務で受け持って

いるケースへの対応が後回しになり不安や迷

惑をかけていること」など、住民に必要な対

応ができないことに心を痛めているのが職員

の率直な思いです。 

●コロナ感染の中、つくづく今の政治

の在り方が国民の健康と暮らしを考

えていないことがわかりました。 

●効率や費用削減ばかり優先して、保

健所を減らしていったら、今このあり

さま。平時には予算をかけられないと

言っておきながら、今どれだけ重要な

ことか。大事なことはお金をかけるべ

き。安心と安全にお金を惜しんではい

けないと思います。 

●政府は国民の命を守る医療を最優

先してください。医療に更なる負担を

かけ、コロナ感染拡大のリスクが大き

いオリンピックは中止してください。 

●保健所・医療機関などで頑張ってい

るみなさんに心から敬意を表します。

しっかりとした体制を政府はつくる

ように努力すべきです。地方自治体の

首長も同じです。 

●コロナ禍の今、医療者がどんなに大

切か、どんなに必要かを思い知らさ

れ、反面不足していることなどが広く

国民に知らしめられたと思います。 
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岡山市職労が昨年 12 月末から今年 1 月末

にかけて保健所・保健センター等の職員に行

ったアンケートでは、73.3％が仕事上のスト

レスを強く・まあまあ感じている」応え、「仕

事の量」「長時間勤務」にストレスを感じてい

ると答えています。 

このように保健所の人員が圧倒的に不足し

ており、それによる過重労働が大きな負担に

なっています。同時に住民のために充分な仕

事ができないことに心を痛めるなどのストレ

スとなっています。 

また、愛知県の看護師は「看護師の人数も

少ない中、安全に看護ができるのか不安です。

いつか大きな事故にならないか心配して仕事

をしています。人を増やしてほしい」と要求

アンケートで応えています。ただちに人員を

増やし、必要な対応ができる体制をつくるこ

とを求めたい。強く申し上げたいと思います。 

 

保健所、自治体病院の組合員からの声 

① 東京の保健所では 

 

 

② 東京の自治体病院の看護師は 

 

新たな専門施設を開設して、新たな医療者

●年末年始の第３波に比べべらぼう

に陽性者が増え毎日 120 件の疫学調

査をしても２日前の発生届です。これ

まで疫学調査を１人１時間やってい

たのを 15 分で切り上げないと１日約

200人の陽性者の対応はできません。

丁寧に 1人ずつ対応できない。息苦し

さと高熱で保健所からの電話が来な

いと救急車を呼ぶ人も増え夜間対応

も増えています。入院調整１日 30 人

いれても３人しか決まらない。オリパ

ラの交通規制で病院搬送にこれまで

の２倍かかるため民間救急車内でさ

らに具合が悪くなる。 

●７月初めから保健相談所から保健所

にコロナ応援に行くことが増え超勤

続きです。新人まで駆り出され三連休

も保健師ほぼ全員が出勤し対応して

います。代休ではなく休日給支給とな

り出勤をほぼ強制されています。36協

定特別条項 80 時間は超えていますが

申請する時間もありません。区民の在

宅療養中の死亡も心配ですが保健所

事務や保健師の過労死も目の前です。 

●限られた人員の中で増床を繰り返

しているため、職員の繁忙度が上が

り、疲弊している職員も多くなり、忍

耐の限界です。精神的な理由から休職

となる職員やストレスから持病が悪

化し休職となり、欠員状態で勤務を組

んでいます。 

●救急搬送の要請が入っても、病床が

無いことで搬送を断る状況が続いて

います。 

●通常の外傷の患者が当院に搬送さ

れてから、発熱していることが判明

し、コロナ患者対応となることも多く

あります。 

●政府や東京都が入院の基準を示し

ましたが、現在、必要のない入院はあ

りません。入院治療が必要な患者をな

んとか病床を確保してう受け入れて

います。入院が必要ではない患者はも

うすでにホテルや自宅療養にしてい

ます。いまさら基準をと言うのは、現

場を知らないことの証です。 
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を拡充するための方向転換が必要です。 

③ 別の県の看護師も 

 

これまでの保健所・自治体病院削減の政策

に加え、政府が１年半以上も有効な対策を取

ってこなかったことがこの事態を招いていま

す。 

これまでにない感染拡大が予想されている

もとで、保健所・医療機関の拡充は待ったな

しの状況です。感染者を自宅に放置して入院

を抑えても何の解決にもなりません。かえっ

て保健所の負担を増やし、重症者を増やし、

さらに医療を逼迫させます。「救える命が救え

ない」ということにしないための抜本的な対

策を求めたいと思います。 

 

さいごに－今後のとりくみ 

自治労連は、これまでも一貫して保健所や

医療従事者の増員や医療提供体制・公衆衛生

の拡充を求めてきました。 

また、コロナ危機のもと、「住民のいのちと

くらしを守りきるための３の提言(案)」をつ

くり、発信するとともに、政府・厚労省等に

も具体的な政策の転換を求めてきました。 

「いのち署名はがき版」を通じて住民から

寄せられた声は、自治労連と住民の願いが一

致していることを示しています。「いのち署名」

は、自治労連の集約分も含めて全国で 65 万

筆が国会に提出されましたが、2021年の通常

国会では不採択となってしまいました。 

しかし、住民のみなさんの賛同と共感が毎

日毎日広がっていると実感しています。さら

に住民と一緒に運動を広げていきたいと決意

を固めています。 

「いのちとくらしを守りきる」政治と地方

自治の実現をめざして住民と力をあわせて運

動を進めます。 
●基礎疾患がなくても重症化する人

はいるし、急性期の肺炎で酸素投与が

必要な人を自宅でとかあり得ない。 
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本稿は、5 月 22 日～23 日に WEB 開催された「第 17 期中央労働学校」での講義につ

いて、加筆・修正したものです（文責・自治労連）。 

 

民主的自治体労働者論の実践で 

職場と地域の未来をつくる 

 
自治労連顧問 

駒場忠親 

  

はじめに 

これから１時間、民主的自治体労働者論に

関して４つの柱でお話しします。WEB での

学校で聞き苦しいことがあるかもしれません。

ご容赦願います。 

 それからお願いです。私の講演概要には資

料がありません。しかし、すでに皆さんも知

っている書籍『民主的自治体労働者論―生成

と展開、そして未来へ』のページ数が記載さ

れています。ぜひ後ほど、それに沿って読ん

でいただければと思います。 

 

１ 民主的自治体労働者論は自治労連

のアイデンティティ 

 最初に申し上げたいのは、民主的自治体労

働者論は、自治労連が自治労連であることを

示す、存在理由のひとつだということです。 

 皆さんはほかの人から「自治労連はどうい

う組織なのか？」と聞かれたことがあると思

います。「自治労との違いは何か？」と踏み込

んで聞かれたこともあると思います。 

 その答えがここにある、ということであり

ます。 

 

① 運動の軸は民主的自治体労働者論の実践 

 自治労連は 89 年 11 月に結成されました。

結成の際の旗印は３つありました。皆さんは

自治労連運動の３つの基本、ということで学

んだことと思います。ひとつが民主的自治体

労働者論の実践です。 

 ２つ目は「労働組合の初歩的な原則を離さ

ない」という事です。 

 そして３つ目が「自治体に働くすべての労

働者の要求実現と団結の母体となる」という

ことでした。 

 大事なことは、この３つはバラバラなもの

ではないということです。それぞれが相互に

関連して力を発揮するものです。ひとつでも

欠かせません。そのことはしっかり理解して

おいてください。 

 

 まず、民主的自治体労働者論です。皆さん

はすでにその内容についてはご承知と思いま

す。お手元の概要を見てください。要約する

と、自治体労働者は「全体の奉仕者」として

の職務を担う労働者である。自治体労働者が

住民奉仕の職務を担うことと、自治体労働者

の勤労者・労働者としての権利を保障するこ
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とは統一して追求されなければならない、と

いうものです。 

 端的に言えば、自治労連は自分たちの要求

だけでなく、労働組合として、住民のための

仕事に向き合わなければならないということ

です。そして、自治体労働者と地方自治体の、

本来の職務を発揮させるために、頑張る組織

だということです。 

 ではなぜ民主的自治体労働者論が、自治労

連が自治労連であることを示す存在理由なの

でしょうか。それは、民主的自治体労働者論

を生み、そして実践してきた労働組合が、自

治労連結成の旗印にしてきたことによるもの

です。自治労連は、結成されたときから、い

わば DNA、遺伝子として民主的自治体労働

者論が組み込まれた組織なのです。 

 その遺伝子である、戦後の自治体労働組合

運動でいくつか紹介すべきことがありますが、

私のレジメでは３つ紹介しています。 

 ひとつは大阪衛都連が 1963 年に発表した

行動綱領案にある「地域住民の繁栄なくして

自治体労働者の幸福はない」というものです。

かなり有名なフレーズですね。自治体労働者

の誇りや生きがいを、地域住民の生業に求め

たものです。 

 これは、地方財政危機の下で、首切りも出

る激しい賃金闘争の中から生み出されたもの

でした。 

 もうひとつは「仕事（職務）と労働組合の

活動で、住民のための革新自治体をつくる」

とした 1971年の京都府職労の方針です。 

 方針のフルネームは、「民主的京都府政の新

たな前進と、自治体労働者の役割と責務」と

いうものです。これだけで方針の中に何が書

かれているか想像できるのはないでしょうか。 

 方針は、自らの権利を守ることと、住民の

暮らしを守ることを統一的にとらえ、民主府

政を支え、前進させるためにつくられたもの

です。現在の、民主的自治体労働者論の定義

に通ずるものがあります。 

 この方針の先駆性がどこにあるのか。それ

は自治体労働者に、運動だけではなく仕事を

含め民主府政を擁護することを求めたことで

した。後に、行政の執行者として行う仕事を、

運動と結びつけた初めての方針ではないか、

と呼ばれました。 

 そして次にあげるのが東日本大震災で全国

に広まった「職場を基礎に、住民のために、

住民とともに」という岩手自治労連のスロー

ガンです。 

 岩手自治労連は、寒冷地手当をめぐる激し

い賃金闘争で、「東北の雄」として全国に鳴り

響いた組織でした。同時に、新日鉄が釜石市

から撤退する際、自治体ぐるみのたたかいを

組織し、霞が関や永田町にむしろ旗をなびか

せ、周囲をびっくりさせた労働組合でもあり

ました。 

 そして、昔の自治労時代には、いわれなき

組織破壊攻撃を受け、敢然と、麹町にある自

治労中央本部とたたかった組織でした。 

 「職場を基礎に、住民のために、住民とと

もに」のスローガンは、このたたかう歴史か

ら生まれたものでした。 

 ぜひ後ほど出版された「民主的自治体労働

者論」を参照してください。 

 

② 歴史から学んだ労働組合の原則を握って

離さない 

 さて冒頭、私は自治労連が自治労連である

存在理由として、民主的自治体労働者論に加

えて２つ申し上げました。 

 ひとつは要求で団結する労働組合の原則を
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握って離さないという事、もう一つが自治体

に働くすべての労働者の要求実現と団結の母

体となる、というものでした。 

 この点で私がぜひ皆さんに理解していただ

くために強調したいことがあります。 

 それは、民主的自治体労働者論は、この２

つの見地が無ければ、本当の意味での実践は

できないという事です。言い換えれば、この

２つの立場をしっかり踏まえることで民主的

自治体労働者論の実践ができるということで

す。 

 では、この２つの立場、考え方に共通して

いることは何か、結論から言いましょう。そ

れは人権・個人の尊厳を守る、多様な価値観

を認め尊重しあう、すべての人たちを社会的

に包摂する、取り残さない、という考え方で

す。 

 まず、要求で団結する労働組合の基本的な

原則について触れます。 

 資本からの独立、政党からの独立、一致す

る要求に基づく行動の統一、といういわゆる

「三原則」といわれるものです。すでに皆さ

んは学ばれたことと思います。 

 資本からの独立は、対等の労使関係を築く

こと、政党からの独立は、支持政党や思想信

条の違いを超えて要求で団結すること、そし

て一致する要求に基づく行動の統一は、共同

行動に支持政党の違いやイデオロギーの違い

を持ち込まないで要求で団結する、というも

のです。 

 

 さて考えてみましょう。これが崩れるとど

ういうことになるのでしょうか。「原発ゼロ」

を課題にも挙げている「安保法制を廃止し立

憲主義を取り戻す市民連合」のたたかいで起

きていることは実に象徴的です。原発推進の

立場に立つのは政府・経産省と東京電力など

事業者です。ところがこれに、原発事業に関

係する基幹産業の労働組合が後押しします。

いわゆる「原子力村」の一員に労働組合が加

わるのです。この労働組合は連合の中心的な

組合です。連合もこの立場に同調します。そ

して連合は「原子力村」出身の労働組合幹部

を国会に送り出し、国民民主党や立憲民主党

に「原発推進」の立場をとらせます。総選挙

を前に、市民連合と野党の共闘が現在進めら

れています。連合は、立憲民主党など野党に、

日本共産党と手を切るよう迫るのです。 

 資本や政党からの独立どころか、労働組合

が組合員には政党の支持を強要し、一方では

労使が一体となって「原発推進」を進める。

そして国論を二分する基本政策では政府に協

力する。労働組合の原則を崩すとこういうこ

とになるのです。 

 学者・研究者として市民連合で立憲主義を

取り戻そうと頑張っている山口二郎さんとい

う人がいます。その先生は、日本共産党との

共闘を崩そうとする連合に、反共主義の立場

を改めるよう苦言を呈しています。 

 

③ 自治体に働くすべての労働者の要求実現

と団結の母体となる 

 もうひとつの、自治体に働くすべての労働

者の要求実現と団結の母体となる、について

一言申し上げます。 

 自治労連が結成された 30 年前には、この

考えを、連合に反対するとか自治労に反対す

るとか、そんなケチな態度はとらない。すべ

ての自治体労働者を視野に入れ壮大な運動を

進めるのだ、と話していました。 

 そして自治労連は、2003年には「正規、非

正規がともに公務労働と公共性に責任を負う」
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という組織政策を確立しました。 

 これは普遍的なもので今も重要な意義を持

つものです。 

 同時にここで私が申しあげたいのは、自治

労連が結成時にかかげたこの旗印が、今日、

多様な価値観を包摂した社会進歩の歴史に沿

った重要なものとして、その意義が発展して

きているということです。 

 ILOが 1998 年に労働組合が果たす目標と

して「21世紀の目標・すべての労働者に働き

甲斐のある人間らしい仕事を」を採択してい

ます。ジェンダー平等を貫くことを前提に、

労働基本権や人権、すべての人への社会的保

護を求めた、いわゆるデイーセントワークと

呼ばれる内容が確認されました。労働組合に

はもともと、経済成長の成果の配分に参加す

ることが機能としてあります。ところが採択

された文書では、労働組合に、労働者、失業

している人を含め、すべての人々を取り残す

ことなく社会的に包摂することを求めていま

す。 

 また国連は 2015年 9月、「持続可能な開発

目標」を採択しました。世界人権宣言を継承

したものといわれます。貧困・格差の根絶や

ジェンダー平等、多様な価値観と権利を社会

的に包摂する、ことなど謳っています。社会

的包摂とは、市民一人ひとりを排除すること

なく、社会的一員として取り込み、支えあう

考え方、と呼ばれるものです。そしてキーワ

ードのひとつが「だれ一人取り残さない」と

いうものです。皆さんご承知の SDG sと呼ば

れるものです。 

 

 さて、民主的自治体労働者論は自治労連に

とってどういう存在なのか話してきました。

皆さんにとって、「自治労連とはどういう組織

なのか？」と問われた際の参考になれば嬉し

いことです。  

 

２ 民主的自治体労働者論は日本国憲

法とともに存在する 

 さて２番目の柱の話に移ります。民主的自

治体労働者論は日本国憲法に由来し、そして

日本国憲法とともに存在する、という話です。

憲法論ともかかわりますので、冒頭に紹介し

た出版物の『民主的自治体労働者論』に書か

れた研究者の先生方の寄稿を読んでください。 

なぜ公務員という職業を選んだのか、新規

採用された職員のアンケートでは「生まれ育

った町に恩返しをしたい」とか「儲け仕事で

はなく、住民に喜ばれることで達成感を得た

い」などと回答が寄せられます。前の委員長

である猿橋さんが紹介しています。 

 では、そうした仕事で得られる喜びや誇り

がどこにあるのか、それが日本国憲法の中に

あるのだ、ということがこれからの話です。 

 ここでは結論的に言えば２つの話をします。

一つは地方自治体と自治体労働者は、戦後日

本国憲法が生まれたことで、住民の基本的人

権や生きる権利を実現する「義務」と「権限」

を持つことになったということ。そしてもう

ひとつは、住民に奉仕する「職務」の内容に

は、そもそも中立という立場はないのだ、と

いうことです。 

 

① 日本国憲法が生まれ地方自治体は住民の

人権と生きる権利を実現する存在になっ

た 

 では地方自治体の役割とは何か。すでに触

れたように、戦後、地方自治体は住民の基本

的人権を守る「義務」と「権限」を持つこと

になりました。地方自治法では「住民の福祉
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の増進を図る」とうたっています。その地方

自治法は、日本国憲法と一緒に施行された法

律です。 

 皆さんは学生時代に「地方自治は民主主義

の小学校」だと聞いたことがあると思います。

これは 1987 年に発表された「アメリカの民

主政治」（トクビル・井伊源太郎訳）という論

に出てくる言葉です。住民が、身近な政治に

参加することで、民主主義の基盤は作られる、

という意味でつかわれている言葉です。 

 この地方自治ですが、明治憲法には地方自

治の規定はありませんでした。アジア最初の

地方自治制と呼ばれるものはありましたが、

実態は天皇制の下での、地主や地方有力者の

自治であって、中央官僚による住民支配の、

統治機構と言われるものでした。 

 地方自治の原則は戦後になって初めて日本

国憲法で定められたのでした。では何のため

に地方自治の原則が定められたのでしょうか。

それはもちろん、皆さんも知る国民主権、基

本的人権の尊重、恒久平和、の原則を実現す

るためでした。 

 地方自治の原則は、ややあいまいな規定と

も言われてもいますが、住民自治（住民の意

思に基づき住民のために行われる）・団体自治

（国と対等、自立・自律した機関）と言われ

ます。こうして地方自治体は、日本国憲法の

もとに、主権者である地域住民の人権、生き

る権利を保障する組織になったのでした。 

  

② 自治体労働者は「天皇の官吏」から住民

奉仕の「職務」を担う勤労者・労働者に 

 一方で自治体労働者は日本国憲法で「天皇

の官吏」から「全体の奉仕者」に、そして勤

労者・労働者に大きく変わりました。つまり

自治体労働者の存在が、天皇から主権者であ

る住民の意志によるものであること、天皇へ

の服従から主権者全体に奉仕すべきものへと

大転換したのでした。 

 ここで大事なことに触れます。「あなたは

誰？」と問われたら何と答えるか、というこ

とです。「全体の奉仕者」としての「職務」を

担う労働者です、とここまではすぐに応えら

れます。しかし、ここで公務員も、自治体労

働者も、一般国民、住民と同じく、基本的人

権が保障されている国民、住民なのだという

事を、忘れてはいけないということです。 

 これまで、労働組合が職場集会などを行う

と、政府、自治体当局が公務員の「全体の奉

仕者」性を理由に攻撃を加えることが再三あ

りました。最近では選挙で選ばれたことを理

由に、職員に絶対的忠誠を求める首長も生ま

れました。自治労連の機関会議で私は聞きま

したが、職場で憲法署名など政治課題にかか

わる組合の行動などにも、「公務員は中立であ

るべき」など干渉が行われています。 

 しかし大事なことは、公務員も国民・住民

であり、日本国憲法で明記されている基本的

人権の享有は妨げられないということです。

享有とは難しい表現ですが「権利・能力など

無形のものを生まれながらに持っているこ

と」、といわれるものです。皆さん、お気づき

だと思いますが立憲主義の考え方によるもの

です。 

 文部科学省の元事務次官の前川喜平さん、

ご存じだと思います。加計学園問題にかかわ

って、当時の安倍首相の行政私物化に反旗を

翻し有名になった人です。その方がこんなこ

とを言っています。「組織の論理に従って職務

を遂行するときにおいても、自分が尊厳のあ

る個人であること、思想、良心の自由を持つ

個人であることを決して忘れてはならない。
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尊厳ある個人としての自覚を持っていれば、

個人の尊厳が冒される事態を直ちに感得する

ことができるからだ」というものです。公務

員が基本的人権を持つことによって、主権者

である国民・住民の基本的人権を守ることが

出来る、という事を私たちに教えています。 

  

③ 奉仕する「職務」の内容は日本国憲法 

 さてここで、この話の肝についてお話しし

ます。ここまで私は自治体労働者の住民に奉

仕する「職務」の内容は日本国憲法の中に明

記されているのだということを話してきまし

た。大事なことは、日本国憲法はそれだけで

はなく、そのことを公務員に「義務」として

求めているということです。いわんや日本国

憲法に由来するその「職務」の内容に「中立」

の立場をとることは許されることではありま

せん。 

 その根拠は皆さんもよく話される日本国憲

法第 99条の「憲法尊重・擁護義務」です。こ

れは、国民の人権や生きる権利が、権力の横

暴によって侵害された歴史があることから生

まれたものでした。 

 義務とは何か、重いものです。それは常に

公務員・自治体公務公共労働者に、憲法の立

場に立った仕事が求められ、絶えず主権者か

ら点検されるということなのです。 

 よく言われる「行政の中立性」あるいは「行

政の中立・公正性」とは何でしょうか。それ

は、住民に対して、日本国憲法第 14条の「法

の下の平等」の要請に沿って、中立・公正の

立場に立って行われなければならない、とい

う事を意味するものなのです。 

 むしろ、日本国憲法の立場に立って職務の

遂行を果たすことこそ、憲法尊重・擁護義務

を負う公務員・自治体公務公共労働者の義務、

というべきことなのです。 

 

３ たたかいから生まれ、たたかうこ

とで発展した民主的自治体労働者論 

民主的自治体労働者論は、戦後の自治体労

働組合運動の歴史の中から生み出され発展し

てきました。 

 わかりやすくするために、民主的自治体労

働者論を切り口に、その歴史をざっくりと特

徴づけしてみます。 

 まず「自治研活動開始の時代」です。1950

年末から 60年前後頃になります。 

 次いで「革新自治体の時代」という時代で

す。1960年半ばから 70年末くらいになりま

す。民主的自治体労働者論の実践に挑戦した

時代で、自治体労働者論にかかわる論争やた

たかいが、最も激しかった時代でした。 

その後「都市経営論と臨調行革」の時代が

ありました。革新自治体の多くが転覆させら

れ国際化、情報化をキーワードに新自由主義

に向かう時代です。1980年代頃でした。この

時代は、多くの自治体労働組合が自治研活動

に取り組み、民主的自治体労働者論が実践さ

れました。 

 それから「全労連・自治労連結成の時代」

へと移ります。1980年代から 90年代の頃で

す。民主的自治体労働者論が、自治労連結成

の旗印になった時代です。 

 時代は、皆さんも知る時代に移ってきまし

た。「新自由主義的構造改革の時代」です。90

年代ころから始まり、いまも続きます。民主

的自治体労働者論の実践が、全国運動として

戦略的に位置付けられ展開していった時代で

す。 

 そして今です。「『自治体戦略２０４０構想』

と『地方統治構造改革』の時代」です。これ
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は私が勝手につけたフレーズです。 

 実は、これらには前史があります。自治体

労働組合が「民主的公僕」を目指した時代で

す。戦後結成された自治体労働組合は、こぞ

ってこの言葉を掲げました。公僕とは、戦後

のこの時期、公務員のあり方を示す積極的な

意味を持っていました。自由民権時代の植木

枝盛の「公共の僕」にいわれがある、とも言

われています。 

 触れることができませんので、出版された

『民主的自治体労働者論』を参照してくださ

い。  

 

① 自治研活動の開始、威張り散らすお役人

から労働者へ、そして全体の奉仕者に 

まず「自治研活動開始の時代」の話をしま

す。 

 自治研活動、略さずに言うと地方自治を考

える研究活動は、1957 年 4 月から始まりま

した。山梨県の甲府で行われた地方自治研究

全国大会からでした。 

 この自治研活動の開始は歴史的な意義を持

つものでした。それはこの活動が、民主的自

治体労働者論を生み出す契機をつくったから

でした。それは大会のスローガンに現れてい

ます。「自治体は住民の期待に応えているか」

というものです。さらに当時の資料ではこん

なことを言っています。「職員が公僕となり住

民に奉仕するには、まず官僚機構を民主化し

仕事の性格を変えねばならない」というもの

です。実に積極的なものでした。 

 歴史的には、自治体労働者の仕事の特殊性

に着目した、新しい運動が始まったというこ

とで、自治体労働組合運動の転換点でもあり

ました。 

 ではなぜ自治研活動が開始されたのか、と

いう事です。いかにもこれは労働組合運動的

な理由によるものでした。 

 伝説的な話ですので皆さんもご存じかもし

れません。長野県で行われた 1956 年の地方

自治防衛県民大会の住民の発言でした。「教員

は困るけどお役人は多すぎるから首を切って

もよい」というものでした。当時の組合役員

は「職員の首切りは住民サービスの低下につ

ながるので、当然住民も反対してくれる」と

思っていたのでびっくりしました。実に衝撃

的だったようです。 

 こうして自治研活動は開始されました。労

働組合運動史を見ますと、その理由は「住民

との共闘の必要性」と「地方自治の理論武装

を図る」というものでした。 

 ここで重要なことは、この活動に民主的自

治体労働者論を生み出す契機となる内容があ

ったということです。 

当時の生き証人である学者の先生から話を

聞きました。組合幹部は考えたそうです。「自

治体は住民の要求を実現する機関ではなく住

民と対立する機関になっているのではない

か」、また「自治体労働者は仕事を通じて国・

自治体と住民の板挟みになっている」、「これ

を何とかしなければいけない」ということで

した。そして議論に議論を重ね出てきたスロ

ーガンが「自治体は住民の期待に応えている

か」というものなのでした。 

 皆さんも想像してみてください。戦前は天

皇の権威を笠に「お役人」だと威張り腐って

いた人間が、今度は自分のやっている仕事が

住民の期待に沿っているのかどうかを、しか

も怒鳴られるかもしれない住民と一緒になっ

て考える、という活動に踏み出したのです。

大変な活動だったと想像できるのではないで

しょうか。 
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 やがてこの活動は発展します。スローガン

が「地方自治を住民の手に」と変化します。

これは、主権者は住民なのだ、住民とともに、

地域に地方自治を取り戻そうという意味です

ので、これもまた画期的な意義を持つ変化だ

と私は思います。 

 私は機会があって、当時の組合役員と一緒

になってこの活動を参画した宮本先生からお

話を聞きました。その先生は自治研活動の意

義についてこういっていました。「自治研活動

は、労働者意識を高めることでお役人意識を

克服し、憲法に基づいた全体の奉仕者になっ

ていく運動」だというものです。 

 改めて皆さんには、民主的自治体労働者論

が生まれるにあたって、当時の自治体労働組

合運動が編み出した、地方自治を考える研究

活動が大きな役割を発揮したのだということ

を、知っていただきたいと思います。 

 

② 「革新自治体の時代」、職場、地域で実践

された時代 

 次に「革新自治体の時代」を紹介します。

いくつかの中から選択してこれを紹介するの

は、あくまで私の主観的なものです。 

民主的自治体労働者論から見るとこの時代

は、実践と「論争」の時代でした。そして民

主的自治体労働者論が実践でも、理論の面で

も定着を始めていく時代でもありました。 

それはこの時代が、政治的にも運動的にも、

自治体労働者と地方自治体のあるべき姿が争

点になった時代だったからでした。 

さて皆さんには、この時代の雰囲気がどう

いうものか、わかりづらいかもしれません。

「革新自治体の時代」とは、日本の人口でい

えば、44％もの人たちが、日本国憲法を暮ら

しの中に活かそうという自治体で暮らしてい

た時代だという事です。自治体首長が憲法を

行政に活かそうと住民に語り、老人医療は無

料にしよう、保育所は公費でポストの数ほど

作ろう、公害をなくそう、という事が、自治

体の政策担当者のところで検討されていた時

代でした。 

1978年には東京都や大阪府など８都府県、

名古屋市や横浜市など政令では４自治体、そ

のほか４特別区、97町村の自治体が革新自治

体と呼ばれていました。 

そして「革新自治体の時代」は、政治的に

は、日本の未来をめぐる歴史の進歩と逆流が

せめぎあった時代でした。そうなることは必

然的でした。なにせ日本の総人口の 44％の人

たちが「憲法を暮らしの中に活かす」自治体

に存在しているのですから。 

当時の支配層と呼ばれる勢力は猛烈な反撃

に出ます。TOKYO 作戦と呼ばれました。東

京、大阪、京都、横浜、沖縄の革新自治体を

転覆させようというものでした。 

革新自治体の理念と政策の中心は憲法です。

支配層は地方財政危機の理由は「福祉バラマ

キ」にあると攻撃します。憲法を暮らしに活

かす行政に、攻撃を加えたのでした。 

革新自治体を支える統一戦線は、反共主義

の立場に立たない要求で団結したもので、社

会党と共産党が加わっていました。支配層は

なりふり構わず、日本社会党と日本共産党の

分断に乗り出しました。文字では表せないえ

げつない手も使われました。 

そして当時、革新自治体を支える運動の軸

には自治体労働組合が座っていました。多く

の革新自治体の統一戦線の事務局は自治体労

働組合だったと思います。支配層はその自治

体労働組合に猛烈な攻撃を加えます。攻撃の

中心は地方財政が未曽有の危機にあったこと
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から、公務員の「高い人件費」にあるという

ものでした。これは住民と自治体労働組合の

分断作戦でもありました。住民組織や議会も

使ったありとあらゆる手法がとられました。 

「革新自治体の時代」は、言い換えれば文

字通り地方自治体と自治体労働者のあるべき

姿が政治的争点になった時代だったのでした。 

 

 そんな時代に、自治体労働組合が住民との

団結を求め、時には職場の組合員との総団結

のために力を発揮してくれたのが民主的自治

体労働者論でした。すでに数年前から実践さ

れていた大阪衛都連や京都府職労のたたかい

がどれだけ全国のたたかいを励ましてくれた

か、東京都職労で戦っていた私は、実感を持

って今もそのことを覚えています。 

ある自治体労働組合は、住民の期待に応え

る自治体内部の行政機構や財政などのあり方

を提言しました。かつて数年前、その同じ労

働組合が実践した際には、未知の分野への挑

戦であることから、志を同じくする民主主義

勢力からも「革新自治体への労働組合の介入」

とか、「政治主義」とか批判を浴びたものでし

たが、果敢に実践しました。今日ではその運

動の正しさが、半ば伝説的なたたかいとして

歴史に残っています。 

無駄のない効率的な行政を目指す点検活動、

住民アンケートの実施と自治体への要請など、

民主的自治体労働者論の実践は多彩でした。

戦後自治体職場に存在し、住民からは批判を

受ける古い慣行や行政とのなれ合いをやめる

など、自治体労働者や労働組合の自己改革が

行われたのもこのたたかいを通じてでした。 

しかし時には勇気が必要なこうしたたたか

いは、自治体労働組合や役員の「頑張り」と

いう精神論だけではできません。当時 30 代

であった私は今でも記憶に残っています。そ

れはそのたたかいを実践でも理論でも支えた

のが地方自治を考える研究集会、自治研活動

だったという事です。行政分野ごとの自治研

集会、地域住民と共同した地域自治研集会、

財政分析などの職場自治研集会と形態もさま

ざまでした。給食まつりや清掃リサイクルを

考える集い、地域祭りなど、住民のための行

政実践活動が開始されたのもこの頃でした。 

 民主的自治体労働者論の実践が自治研活動

を前進させます。しかし自治研活動が、実践

された民主的自治体労働者論を検証し、さら

に運動や理論の面で発展させたのもこの時代

のたたかいなのでした。 

 

さて時間の関係で詳細には触れられません

が一言申し上げます。 

 民主的自治体労働者論にかかわって激しい

論争が行われたのがこの時代の特徴でした。 

 当時の自治労の全国大会ではこの「論争」

をめぐる暴力や怒鳴りあいは日常的なもので

した。民主的自治体労働者論の立場に立った

代議員は、マイクを奪われないように、身を

守りながら発言しました。そして、議会から

は「公務員は政治活動をやめろ」「住民団体と

の共同はやめろ」と攻撃されました。攻撃の

理由の中心は、公務員は「全体の奉仕者」な

のだから、という古典的なものでした。 

整理をして当時出された自治体労働者論に

ついて紹介します。 

 まず反動的自治体労働者論です。「全体の奉

仕者」であることを理由に公務員の基本的人

権や労働者としての権利を制約するものです。

公務員が持つ「全体の奉仕者」規定と、労働

者規定を対立物に描いた攻撃です。そして、

この攻撃は今も続いています。 
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次いで機械的自治体労働者論です。一面的

に公務員が持つ労働者性を強調し、公務員が

持つ「全体の奉仕者」としての職務を矮小化、

ないしは否定するものです。反動的自治体労

働者論への反発から生まれた側面もあります。

同時に研究者からは社会科学からの理論的批

判がされ議論が必要といわれているものです。 

もうひとつが「仕事で勝負」論です。住民

のための行政実践を進めれば自治体が民主化

できるかのように、一面的に行政実践を強調

したものです。機械的労働者論への反発、と

いう側面もあります。 

 

③ 自治体労働者の誇りや生きがい、「全体の

奉仕者」としての職務遂行は自治体労働

者の権利（自治体労働者の権利宣言案） 

この柱の最後についてお話しします。「自治

体労働者の権利宣言案」が持つ、積極的な意

義にかかわるものです。 

 自治労連が 1989 年に生まれ、民主的自治

体労働者論は発展しました。それは実践が進

んだという事だけではありません。理論的に

も発展したということです。 

 結成間もない自治労連は、1996年に「自治

体労働者の権利宣言案」を発表しました。こ

れは、自治労連の弁護団からの援助を受けつ

つ、地方組織の役員を含め、練りに練って検

討したものです。 

 当時 40 代後半だった私も、東京からの代

表で参画しました。結成間もない自治労連を

どう大きなものにしようかと、血気にはやる

全国の若い役員たちが集結しました。 

実は民主的自治体労働者論を定式化し発展

させた理論的文書はもうひとつあります。「地

方自治憲章案」と呼ばれるもので、皆さんも

知っていることと思います。93年に全国自治

研集会で作成を呼び掛け、97年に発表された

ものです。 

 当時は、地方自治という内容を一労働組合

が取り上げ憲章として発表するなどおこがま

しい、と批判も受けました。 

 しかし行政法など法学者の先生がたの協力

も得て、案として発表したものです。作成過

程で協力を戴いた先生方の援助を受けて 99

年につくられたのが、いまの「自治労連・地

方自治問題研究機構」です。 

 今日は時間の関係で触れませんが、出版さ

れた『民主的自治体労働者論』をぜひ読んで

ください。 

  

さて皆さん、自治体労働組合運動の歴史か

ら見て「権利宣言案」はどのような意義を持

つのでしょうか。私は、民主的自治体労働者

論を、運動論からも理論の面からも発展させ

た歴史的な提言だと確信しています。どこが

歴史的なのか、特に私も参画し感じているこ

とは、「権利宣言案」が、自治体労働者が持つ

「全体の奉仕者」としての職務遂行を、権利

だと明確に宣言したことです。私が知る限り

これは自治体労働組合運動の歴史では初めて

のことではないかと思います。 

これまで私たちは公務員の「全体の奉仕者」

という規定を何と言ってきたでしょうか。そ

れは公務員を、戦前の「天皇の官吏」から、

主権者である国民に、奉仕すべき存在である

ことを示す規定なのだという事でした。そし

てそのことは、当局が、「全体の奉仕者」規定

を、公務員の権利の制約や自治体労働組合運

動への攻撃に使う事への反論でもありました。 

 ところが「権利宣言案」はそこから一歩進

んで、それを権利だと宣言したのでした。 

今では皆さんは当然のことだと思っている

14



月刊自治労連デジタルＨＰ 

2021年 8月 19日 

 

ことでしょう。よく言われる「歴史の高見」

から過去を振り返ればそういうことなのかも

しれません。 

 また、これまで私が話したように、私たち

の誇りや生きがいが憲法にあるとすれば当然

のことなのかもしれません。しかし当時は少

なくない役員から戸惑いもあったのでした。 

 

さて皆さん、その「権利宣言案」は、民主

的自治体労働者論にかかわる重要なことを私

たちに伝えています。 

 これまで話したように自治体公務公共労働

者には、基本的人権が保障されています。そ

して自明のことながら労働者としての基本的

権利も保障されています。重要なことの一つ

として、「権利宣言案」は、公務員が持つ「全

体の奉仕者」としての職務遂行を、この二つ

の権利と統一され、一体のものとして保障さ

れてこそ、住民の期待に応えられる、と提言

しているのです。ここの「統一され一体のも

のとして」というのが、ここの肝になります。 

そして「権利宣言案」は、「住民に喜ばれる

仕事」をするための権利保障として、新たな

権利を求めました。 

 それが、「行政への参加と意見表明権」、「不

当な職務命令への拒否権」、「自主的研究・研

修を受ける権利」、「住民の知る権利と結びつ

いた住民に報告する権利」、というものでした。 

 弁護団の先生から助言も受け明示したので

すが、20年以上たった今も、行政現場や運動

を行う人たちからは、説得力を持って受け止

められるのではないでしょうか。 

 

さらに「権利宣言案」は、これらの権利は

「人権と民主主義を目指す国民的運動の中で

保障される」という事を明らかにしました。

権利の性格は「たたかいによって確立され、

そして擁護され発展する」という、今で言う

立憲主義の考え方です。具体的にはアメリカ

の独立宣言やフランスの人権宣言の理念を引

用しています。 

極めて重要な提言だと思います。つまり「権

利宣言案」が私たちに提起しているのは、自

治体公務公共労働者の誇りや生きがいは、基

本的人権と民主主義を目指す運動の中から生

まれるということなのです。歴史を今に戻せ

ば、その誇りや生きがいは「立憲主義を取り

戻し個人の尊厳を擁護する」たたかいから、

生まれるということなのではないでしょうか。 

 皆さん方は今、大阪自治労連や鎌倉市職労 

などのたたかいで痛切にそのことを実感して

いると思います。自治体公務公共労働者が、

「全体の奉仕者」としての職務を遂行し、人

間としての誇りや生きがいを取り戻すには、

職場の民主化を保障する労働組合の力が必要

です。そして地域には住民自治を保障する「自

治力」が必要であることを述べ、この柱の話

を終わります。 

 

４ 「こんな地域と職場をつくりたい」

運動が未来を変える 

 最後の柱についてお話しします。「こんな地

域と職場をつくりたい」運動が未来を変える、

という柱です。 

つい先日皆さん方は、この運動の全国交流

集会を開きました。私は集会には参加できま

せんでしたが、本部の書記局の方の好意で、

基調報告や皆さん方のたたかいの資料を手に

することができました。 

 率直に申し上げます。民主的自治体労働者

論をはじめとした、自治労連運動の基本を踏

まえたこの運動が、内容においても、規模に
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おいても、こんなに発展していることは想像

もできませんでした。日本の社会運動のひと

つである労働運動の分野で、行政内容、つま

り仕事を媒体に、住民と自治体公務公共労働

者が団結して、主権者である住民の命や権利

を守るたたかいが進展している。この事実は

客観的に見て「凄いこと」です。 

確か、この運動のスタートは 2013 年 8 月

の定期大会だったと思います。当時本部の担

当執行委員だった久保貴裕さんの話が強く印

象に残っていました。運動の内容は、三つあ

りまして、すべての自治体の首長と憲法を語

り合う、憲法を活かす立場で仕事の見直しを

図る、新自由主義的構造改革の対抗軸となる

提言運動を進める、というものでした。私は、

時代認識を踏まえた、自治労連の戦略的な中

長期的な方針である、と受け止めました。 

 そして私は民主的自治体労働者論の実践を

運動の基本に据えている自治労連でなければ

このような全国運動は展開できないだろうな、

と思ったものでした。 

 それから 7年余り、改めて皆さんの奮闘に

敬意を表するものです。 

 

① 職場と地域、日本社会を変える可能性を

持った歴史的意義を持つ運動 

さてそこで、私は皆さんとともに、改めて

この運動が持つ性格や意義について、考えて

みたいと思います。そのうえで、いくつか私

の問題意識を添えてお話ししたいと思います。 

最初に私が申しあげたいのは、この運動が、

職場には労働組合の力を、地域には住民自治

を担ういわば「自治力」を育む性格と意義を

持つのではないか、ということです。 

 この運動の特徴は、自治体公務公共労働者

が持つ憲法擁護・尊重義務、そして住民奉仕

の職務といった、いわば行政上のその責任を、

憲法を職場と地域に活かす、という運動論で

組織した、しかも全国運動です。これは自治

体労働組合運動の歴史では初めてのことです。 

自治体公務公共労働者は「職務」、つまり仕

事から離れることはできません。この運動は

仕事の悩みや問題を取り上げることで、組合

員はもちろん、そうでない職員を参加、結集

させる可能性を持ったものなのです。言い換

えれば、組合の職場活動の活性化と職場の民

主主義を形成する契機をつくることになるの

です。 

 大事なことは、一方でこのたたかいは、住

民と結びつくことによって、住民の主権者意

識を育み、住民自治を育てるということです。

果敢にアンケートや訪問活動などで地域に分

け入る皆さんのたたかいは、まぎれもなく地

域の「自治力」を高める契機をつくっている

のです。 

 私は冒頭に、皆さんのたたかいを客観的に

見ても「凄いこと」だと表現しました。客観

的とあえて言うのは、たたかいの最中では、

運動を組織する側は、自信と確信を持つため

に前向きに評価し、団結を深めようとするか

らです。現役の時は私もそうでした。繰り返

しますが、全国交流集会で交流された皆さん

の運動は、間違いなく、職場には労働組合と

職場内民主主義の力を、地域には住民自治を

担う「自治力」を育んでいるものなのです。

私が感じたたたかいの実例をここで報告でき

ないのが残念です。 

 

さて私は、2013年にスタートしたこの運動

が、新自由主義の対抗軸としての性格を持つ

ことについて、先ほど久保さんの話を通じて

触れました。次にここで申し上げたいのは、
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その性格がますます強まり重要になってきた

ということです。そのことを前向きに表現す

れば、この全国運動は、変化を可能とする未

来に向かった希望のあるたたかいなのだとい

うことになります。 

 私の歴史認識は、今は数十年規模の「歴史

の変動の時代」です。自治労連の方針でも、

「自治体戦略２０４０構想」や「自治体デジ

タル化」「地方統治機構構造改革」といった言

葉が並びます。 

 一方で、資本主義の限界、ないしは新自由

主義の終焉、グローバリズムの限界という言

葉が社会をにぎわしています。もっと言えば

批判を込めて「公務・公共性の崩壊」「貧困と

格差の拡大」「労働破壊」「国際社会から取り

残されたジェンダー問題」などが語られてい

ます。いずれもここ 30年前後の経済、社会、

政治を振り返りながら、これから「どのよう

な社会をつくるのか」という、私たちへの問

いかけです。さて、投げかけられたその問い

に私たちはどうこたえるのでしょうか。 

 

話の最初でも触れましたが、2015 年 9 月

には国連総会で SDG s「持続可能な開発のた

めの 2030 アジェンダ」という文書も採択さ

れています。「続かない持続不能な社会・経済・

環境を持続可能な社会・経済・環境」へと変

革する、とした内容のものです。目的には、

世界人権宣言を継承し、すべての人々の人権

と尊厳を実現し、ジェンダー平等とエンパワ

ーメントを達成させる、ことを謳っています。 

 つまり、採択された文書は、世界人権宣言

に引き継がれてきた価値観を踏まえつつ、

2030年までにどんな社会、経済、環境をつく

るのかを世界各国に求めているのです。とり

わけ気候危機にかかわる環境問題が話題にな

っています。 

そうしたもとで、日本政府は 2016 年に、

SDGs のアクションプランをまとめました。

2019年には大規模な改定も行われました。そ

の中のひとつに「SDGs を原動力とした地方

創生、強靭かつ環境にやさしい魅力的なまち

づくり」が盛り込まれています。すでに、い

くつかの自治体では、地域の声をシステマテ

イックに行政施策に反映する「参加型まちづ

くり」として実行に移されています。 

 しかし注意しなければならないことがあり

ます。それは SDGsが条約と異なり加盟国を

法的に縛るものではなく罰則もない運用の幅

が大きいものだという事です。「柔軟性がある」

といえば聞こえはよいのですが、極端に言え

ば「自発的な取り組み」として本来の理念と

かかわりなく取り組むこともできるものなの

です。案の定、すでに日本政府が策定した行

動計画では、貧困や格差問題は軽視されすで

に批判を受けています。一方で、SDGs をビ

ジネスチャンスととらえる財界の要求を取り

入れています。国際社会の進歩の歴史に逆ら

うこうした日本政府の態度は許せるものでは

ありません。私は、自治労連の全国運動は、

こうした国際社会の大きな「歴史の変動」に

かみ合ったたたかいだと思っています。 

自治労連が主権者である住民を主体に、憲

法と地方自治が生きる職場と地域をつくる全

国運動は、すべての人々の人権と尊厳を実現

する希望ある未来につながる重要なたたかい

なのです。どんな社会をつくるのか、歴史の

変動期に問われたその答えが、いまたたかっ

ている皆さんの運動なのです。 

 

② 自治研活動が「こんな地域と職場をつく

る運動」の土台をつくる 
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 次に自治研活動が全国運動の土台をつくる、

ということで、自治研活動の重要性について

お話しします。 

 すでに全国交流集会で、自治労連本部から

「こんな地域と職場をつくる全国運動」を発

展させるため、自治研活動の重要な意義が報

告されています。私はその通りだと思ってい

ます。改めてこの機会にその重要性の認識が

共有できればと思います。そのうえで、私の

思い、問題意識を申し上げます。 

 自治研活動がなぜ「こんな地域と職場をつ

くりたい」全国運動の土台になるのか。それ

は自治研活動が持つ特性によるものです。い

くつかありますが２つだけ申し上げます。ひ

とつは、自治研活動が多様な価値観を持った

多くの自治体関係者や職員、住民と「つなが

る」ことができる、柔軟性を持った間口が広

い特性を持つという事です。 

 もうひとつは、それと関連するのですが、

自治研活動が、職員が持つ「仕事・行政」へ

の参加意欲や、住民が持つ「行政施策・まち

づくり」への参加意欲を「吸収」する力を持

っているという事です。この二つの力を最大

限に発揮することが出来れば、さらに「こん

な地域と職場をつくりたい全国運動」は発展

します。「全国運動」を車に例えれば自治研活

動はエンジンです。最近よく言われる IT の

分野で例えればプラットホームの役割を持つ

ことになるのです。 

 ここで思い起こしてほしいのですが自治研

活動はそもそも運動としては間口の広い「地

方自治研究活動」としてスタートしたものな

のです。 

 1957年にこの運動を開始する際には、この

活動に「研究する」という側面があったこと

から異論も出されたほどです。「研究活動とは

けしからん。研究すれば地方自治が守られる

のか。たたかう姿勢は崩すべきではない」と

いうものでした。首切りや賃金引き下げと激

しく戦っていた当時の新潟県職労の意見でし

た。 

 つまり自治研活動は、運動に「研究する」

という性格をくわえた間口の広いものとして

スタートしたものなのです。1957年の第１回

全国集会には、そうした性格があることから

組合に批判的な人や、組合と激しく戦ってい

た当局も含め、主催者の予測を超えたくさん

の人が集まりました。自治研活動が「仕事を

考える」「地方自治を考える」という性格を持

っていたからでした。 

 

 ここで一つ紹介します。参加型意思決定の

精神を生かし、職員や住民の「参加意欲」を

吸収したある自治体の「地域づくり」の話で

す。行政に事業を提案したい市民が、まず市

が設置する市民協働センターで、コミュニテ

ィオーガナイジングの手法を学びます。次に

提案したい事業の利害関係者を集めワークシ

ョップします。そして課題解決に向け事業を

立案し、モデル事業として市に提案していき

ます。これは日本の SDGSs のモデル事業の

一環として行われている地域づくりです。地

域のNPO組織や住民組織、住民の方々が「地

域おこし」の思いを含め取り組んでいる、と

伝えられています。 

 ただ、同じ日本の SDGsモデル事業に、情

報通信技術革新と連動した新たな成長市場の

創出を目指す「ソサエティー5.0の推進」の課

題があることから、識者からはここで認定さ

れる「SDGs 未来都市」について「懸念」も

示されているものです。いわゆる SDGsの理

念を軽視し、その理念を「上書き」してビジ
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ネスチャンスととらえる動きです。 

そのことを念頭に置いて、私がここで申し

上げたいことは、現に職員や住民の「参加意

欲」を取り入れた「参加型の地域づくり」が

このように進められているという事実です。 

 他方で、国民、住民の命を守る責務を放棄

し、「自助」や「共助」に責任を肩代わりさせ

る国や自治体の攻撃は手を緩めることなく、

私たちに襲い掛かっています。 

 支配層の「新たな公共空間」論も飛び交う

中で、主権者意識に目覚めた地域住民の、そ

して自治体職員の「行政・施策」や「まちづ

くり」への参加意欲をどのように「住民自治」

につなげていくのか、私たちは問われ求めら

れているのではないでしょうか。 

 

 先に行われた全国交流集会ではたくさんの

経験が語られました。「コロナ禍の地域経済と

自治体の役割を考える自治体労働者と住民の

集い」や、「公衆衛生行政充実を求めるフォー

ラム」などの取り組みは、自治体関係者や地

域商工業者の方々を励ましています。地域に

入りアンケートを取り、話も聞き、要求・政

策化し、そして住民に返すというものでした。 

 一方で、行政現場の声を力に、職場にチー

ムを作り、SNSのデジタル空間で世論を広げ

る新しい取り組みも発表されていました。 

 私は皆さんが自治体労働組合運動の「新し

い風景」をつくっているのだなと、ただただ

感じ入っていました。 

 「自治体戦略２０４０構想」や「自治体デ

ジタル化」などで、地域から住民自治や団体

自治が形骸化されようとしています。コロナ

禍もあり、職場と地域には「何とかしなけれ

ば」という声が、こうしたもとで澎湃と沸き

上がっています。 

 職場には、管理職を含むすべての職員と、

自治体公務公共労働者による職場自治研活動

が可能となる条件が横たわっています。 

 地域には、地域住民や、行政の外にいる

NPOや住民組織と一緒になって、「地域づく

り」の課題の分析と対応を行う条件が広がっ

ています。 

 職場と地域にある「何とかしなければ」と

いう率直な願いと参加意欲を、自治研活動が

持つ特性ですべて吸収する。私は「こんな地

域と職場をつくりたい」運動で、自治研活動

が果たす役割をこのように考えているのです。 

  

③ 立憲主義を取り戻し、個人の尊厳を擁護

する政治の実現を目指すたたかいと結ん

で 

私は、自治体公務公共労働者の働く喜びや

生きがいは、立憲主義を取り戻し、個人の尊

厳を擁護する政治から生まれるという話をし

ました。 

 近くには総選挙がたたかわれます。市民連

合と野党の共闘の前進が求められます。私は

最後に、なぜそのたたかいが重要なのか、民

主的自治体労働者論の観点から話します。 

コロナ禍で、人間が生きていくうえで必要

不可欠な労働者、いわゆるエッセンシャルワ

ーカーと呼ばれる方の姿が浮き彫りになりま

した。 

 公立保育所の保育士の半数以上がいわゆる

非正規公務員、学童保育支援員が７割以上、

DV 避難支援女性相談員が８割以上、生活保

護相談面接員は約６割が非正規公務員だった

ということも明らかになりました。一般の人

たちには知られていなかったようで、驚いて

受け止められたと報道もされています。 

ある自治体病院の現場を一般紙が取り上げ
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ました。「コロナ禍、看護師悲痛『夜間は戦場』、

仮眠とれずオムツして業務も」というもので

した。このようにここでは、一人ひとりの人

間としての尊厳が、全くないがしろにされて

います。 

 70年代に学者・研究者の方がよく言ってい

たことです。「労働は本来的には人間の可能性

を押し広げるもの、ヒトがヒトたる所以のも

のだ」。そもそも労働は人間にとって本来は喜

びのものだということです。そして続きます。

「しかし権力機構の下では、その労働が階級

社会維持のために強制されるものになる」。こ

の階級社会を「時の権力者」と置き換えると

わかりやすくなります。つまり労働は本来喜

びのものなのだが、権力機構では「時の権力

者」への労働になる、ということです。 

自治体公務公共労働者の働く喜びや生きが

いは、個人の尊厳を擁護する政治から生まれ

る、という由来がここにあります。ぜひ、あ

らゆる運動の機会をとらえて、立憲主義を取

り戻す市民連合のたたかい、そして安保法制

を廃止し、立憲主義を取り戻す市民と野党の

共闘のたたかいとともに奮闘されることを願

います。 

 ありがとうございました。 
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憲 法 

 
東海大学教授 

永山茂樹 

  

はじめに 

この講義は日本国憲法にとどまらず、人類

史の全体をふまえた原理的な話にもふれま

す。というのは、限られた時間で憲法の一つ

ひとつの条文についてお話をしても中途半端

になってしまうからです。少し骨太のことを

お話ししたい。そして、現実社会の中で憲法

を活かしていくために何が必要かということ

にもふれたいと思います。 

 

１．人権の発展史 

 なぜ歴史の視点を強調するかというと、人

権というものは常に動いているもの、ダイナ

ミックなものだからです。しかも多くの場

合、プラスの方向に動いてきました。「憲法

にこう書いてあるからこうだ」という固定化

したとらえ方にとらわれすぎると見失ってし

まうものがあります。 

 

（１）近代の人権 

人権は人間がつくったものです。突然、天

から降ってくるものではない。それぞれの時

代ごとに多くのひとびとが熱心に求めたもの

が蓄積した、その成果なのです。 

国王や貴族などの特権層が権力を握ってい

た時代（前近代）、人々が求めたものはなん

でしょう。それは、身分による差別を受ける

ことのない生活であり、また、権力者たちに

よって侵されない自由な生活でした。そうい

ったところから「だれでも生まれながらにし

てもつ平等や自由」という、人権の思想が生

まれてきました。 

やがてそれは人権を求めた社会変革のうご

き、つまり近代市民革命へとつながっていき

ます。 

近代市民革命は、フランスやアメリカの場

合、今から二百数十年前におきたものです。

そのときにつくられた近代の憲法（フランス

の場合1789年の「人および市民の権利宣

言」、アメリカの場合1776年の「独立宣

言」というタイトルがつけられました）に

は、平等や自由の保障がしっかりと書きこま

れているのです。 

 

（２）現代の人権 

しかし時代が下ると、状況がかわってきま

す。 

それは産業資本主義が発展していくととも

に、労働者たちが、資本家によって搾取さ

れ、貧困に苦しむようになったということで

す。これは前近代社会の問題とは、明らかに

違った支配・従属関係です。 
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前近代の身分制度が撤廃され、だれでも自

由に自分の宗教や職業や住居を選ぶことがで

きるようになった。にもかかわらず、不平等

と不自由が生まれてしまいました。 

ですから、人々が求める人権にも、それま

でとは異なるものが加わりました。冒頭のと

ころで、人権は常に動いているということを

話しました。19世紀から20世紀にかけて、

人権は全体として大きく変動したのです。 

1919年ドイツのワイマール憲法に代表さ

れるように、20世紀の憲法（現代の憲法）

は、労働者、高齢者、妊婦・病気にかかった

人たちなどの社会経済的弱者が安心して人間

らしい生活をおくることを、人権として保障

することが課題になりました。これらの権利

をまとめて、社会権とか生存権と呼んでいま

す。 

日本国憲法にも、健康で文化的な生活をお

くる権利（憲法25条）、等しく教育を受け

る権利（26条）、人間らしい条件で労働す

る権利（27条および28条）のように、社会

権を保障する規定がおかれています。 

 

（３）あたらしい人権 

資本主義経済が発展するとともに生じた矛

盾、資本の支配に対抗する人権の要求は多く

の国の現代憲法の中で具体化されてきまし

た。今わたしたちが使っている日本国憲法も

そのひとつです。そして（２）の時代を背景

にして、新しい人権というものをたくさん盛

り込んでいるわけです。 

 ただ人権は今も発展途上にあります。新自

由主義が世界を圧倒する中で、あたらしい問

題が生じてきました。現代憲法において、生

存権・社会権の保障は、国家や社会の責任と

されました。それなのに新自由主義は、それ

らの保障責任を国家ではなく、個人や家族の

責任へ転嫁させようとします。菅首相の「自

助・共助・公助」論は、その代表例です。こ

れは現代憲法の成果をないがしろにするもの

でしょう。 

またかつては、自然環境の保護を人権の問

題としてとらえる意識は、一般には希薄でし

た。だから近代の憲法には、それを保障する

規定はおかれなかったのです。しかし地球環

境の破壊が極限まですすむなかでわたしたち

は持続可能な環境を、人権として考える必要

に迫られているといえます。 

さらに高度化する通信技術に対応して、個

人の平穏で自律した生活をまもるためには、

プライバシーの権利の重要性がこれまで以上

に強まっていると思います。監視カメラやマ

イナンバーカードによって個人の行動がすべ

て把握されてしまう監視社会化には歯止めが

必要です。 

つまりこれまでの憲法に書かれていなかっ

たさまざまな問題を、あらためて人権として

考えるべきなのです。 

 

（４） 民主主義の発展とともに 

日常生活の中で人権を充実させていくに

は、人権を尊重する代表者（国会議員や地方

議員など）を選び、人権をまもる法律や条例

をつくらせることが重要です。つまり人権保

障につながる政治のしくみをもたなくてはな

りません。一握りの人たちのための国会や地

方議会ではなく、すべての人のための、開か

れた国会や地方議会をつくる必要がありま

す。 

確かに選挙における「一人一票の原則」は

あります。このことは憲法14条や44条が求

めていることです。しかし、一票の投票価値
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には地域ごとに大きな差が生じています。選

挙に立候補するときにあずけるお金（供託

金）があまりに高額なため、一般の人がなか

なか立候補できないという問題もあります。

さらに政策を知ってもらうために有権者の家

を訪問することは、公職選挙法で一律に禁止

されています。どれも本当におかしなことだ

と思います。 

あるいは議会制民主主義をとっているにも

かかわらず、実際には首相とその側近による

独裁的な政治がおこなわれてはいないでしょ

うか。コロナ対策の重要な局面であるにもか

かわらず国会が閉会されたままだというの

は、それを象徴しています。 

そういう中で、わたしたちが民主主義的な

政治のしくみを手に入れる、すなわち「国会

を取り戻す」ために、何が必要なのでしょ

う。人権を発展させることは、民主主義を発

展させるということと不可分の関係にありま

す。 

 

２．憲法97条から考える人権 

（１）日本国憲法97条の２つの意味 

日本国憲法97条では、「この憲法が日本

国民に保障する基本的人権は、人類の多年に

わたる自由獲得の努力の成果であって、これ

らの権利は、過去幾多の試練に耐え、現在及

び将来の国民に対し、侵すことのできない永

久の権利として信託されたものである」と書

かれています。 

きょうの話との関係で、この97条がとて

も重要なことを規定していることがわかりま

すか。第一は、「侵すことのできない永久の

権利として信託された」という部分です。 

日本国憲法は1946年につくられましたが

（施行は翌47年です）、そこに書かれてい

る条文に「侵すことのできない永久の権利」

ということが強調されていたのです。「○○

の権利を保障する」（たとえば表現の自由、

でも、職業選択の自由でもよいのですが）と

いう書き方ではなく、あえて「侵すことので

きない永久の権利」として保障しようとして

います。70年前の祖先が、2021年のわたし

たちにむかって「この憲法が日本国民に保障

する基本的人権は…侵すことのできない永

久の権利」であると述べているのです。これ

は普通の法律などの規範とはおおきく違いま

す。法律をつくったときにはこういうものだ

が、そのあと事情がいろいろ変わり、法律を

改正する。そういうことは日常的に起きま

す。でも97条にはそうではなく、将来にわ

たった拘束力を予定しているのです。 

近年、自民党はさかんに改憲を主張してい

ます。コロナ感染拡大のような緊急事態には

人権を削るべきだ、そのために改憲をしなけ

ればばらない、という乱暴な議論も耳にしま

す。そういう議論をする改憲論者は、憲法

97条のことばをきちんと読んでいるのでし

ょうか。 

97条を通じてもうひとつ強調したいこと

があります。それは、人権というものが、

人々がつよく望み、それを得るために努力を

重ねた結果、憲法に書き込まれたものだとい

うことです。それは近代はじめの封建的束縛

からの解放であり、あるいは産業資本主義の

発展とともに生じる貧困からの解放でした。

現在の問題にひきつけていえば、新自由主義

的な支配からの解放。そういったさまざまな

解放を求めて、人類がいろいろな場面で「努

力」してきたことが現在の成果につながって

います。 
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（２）46年憲法の飛躍 

現行憲法の前にあった大日本帝国憲法（明

治憲法。1889年公布）では、人権保障が不十

分でした。以下で、そのポイントを４つあげ

ます。 

 

① 前近代の身分制度が清算されず、また政

治的・経済的・社会的な不平等が残っていた

こと（貴族制、被差別部落や女性差別など） 

② 自由の保障が貧弱であったこと。もちろ

ん時代的制約があって、社会経済的弱者の人

間らしく生きる権利はかえりみられなかった

こと 

③ 天皇制国家において、一般の人々（「臣

民」といいます。「臣」とは家来という意味

です）は統治する側（主権者）ではなく、統

治される側であるということから生じる、非

民主主義的な政治制度であったこと。それと

かかわって、「市民」には政治に参加する権

利が保障されなかったこと（男性の普通選挙

制度が導入されたのは1925年、女性の普通

選挙制度にいたっては第二次大戦後の1946

年を待たねばなりませんでした） 

④ 臣民の権利は、帝国議会の制定する法律

や、天皇のだす命令（独立命令、緊急勅令な

ど）によっていくらでも奪われてしまう、き

わめて脆弱なものだったこと（その代表例と

して、治安維持法による思想弾圧をあげるこ

とができます） 

 もちろん大日本帝国憲法に「権利の規定が

まったくなかった」といってしまえばそれは

言い過ぎです。明治憲法でも権利の保障規定

は若干ありました。しかし今述べたように、

天皇制国家という限界のもとで、臣民にたい

する権利保障は貧弱なものとならざるを得な

かったのです。 

 こういった大日本帝国憲法の限界をみすえ

たのが、1945年7月に連合国から発せられた

ポツダム宣言でした。同宣言は封建的・軍国

主義的な支配から国民を解放し、自由を保障

する政治体制を構築することを、日本政府に

求めました（「日本国国民ヲ欺瞞シ之ヲシテ

世界征服ノ挙ニ出ヅルノ過誤ヲ犯サシメタル

者ノ権力及勢力ハ永久ニ除去」すること、

「日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平

和的傾向ヲ有シ且責任アル政府」を樹立する

ことなど）。そして日本政府は同年8月、こ

のポツダム宣言を受け入れました。 

 このポツダム宣言（の発出と受諾）を法的

きっかけとして、私たちはあたらしい人権の

持ち主として生まれ変わることが約束されま

した。その成果が日本国憲法なのです。ポツ

ダム宣言の受諾と日本国憲法の制定は、97

条のいう「自由獲得の努力」の一つの姿だっ

たといえるのです。 

 

３．日本国憲法が制定された後の努力 

しかし「人類の多年にわたる自由獲得の努

力」は1946年に完了したわけではありませ

ん。そののちも努力は必要です。2021年か

らみた「将来の国民」のために、2021年の

わたしたちはそれ持続させ、さらに発展させ

ていかなくてはならないのです。じっさいこ

の努力は、憲法制定から70年以上にわたっ

て、憲法運動という形で継続してきました。 

 

（１）人間らしく生きる権利をもとめて 

朝日訴訟（生存権訴訟）について簡単に説

明します。結核をわずらい療養所に入院して

いた朝日茂氏が、生活保護の給付額があまり

に貧弱なことについて、憲法25条1項「健康

で文化的な最低限度の生活を営む権利」に反
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すると訴えた訴訟です。 

東京地方裁判所判決（1960年）では、原

告勝訴の判決がでました。しかし途中で朝日

氏が亡くなったこともあり、最高裁判所で

は、朝日氏の主張は認められませんでした

（1967年）。 

しかしこの裁判のたたかいを通して、生活

保護が「国の恩恵」によっておこなわれるも

のではなく、まぎれもなく憲法25条で保障

された人権の問題であるということに人々は

気づかされました。このような憲法意識の変

化は、やがて日本社会を動かし、行政を変

え、生活保護の給付の水準が向上するきっか

けとなったのです。 

憲法97条「自由獲得の努力」がまさにこ

こで実践されたことがわかります。朝日茂氏

の訴訟は日本国憲法が制定されたあとの「自

由獲得の努力」の一つの姿だったのです。 

 

（２）表現の自由・教育の自由をもとめ

て 

①家永教科書裁判 文部省（文科省）の教

科書検定に対して、社会科教科書の執筆者た

ちが「国家による教育支配として認められな

い」という立場から裁判闘争を重ねてきまし

た。その中心人物の一人であった歴史学者・

家永三郎さんの名前をとって、家永教科書裁

判とも呼ばれます。 

家永教科書裁判でも、教科書検定制度自体

が違憲（憲法21条1項「表現の自由」、23条

「学問の自由」、26条「教育の自由」な

ど）であるという判決を勝ちとることはでき

ませんでした。しかし裁判闘争の結果、教科

書検定をつうじた国家の教育統制の危険性が

明らかにされました。 

現在でも教科書、特に社会科教科書をめぐ

り、それをよりよいものにしようという教科

書執筆者や教育労働者や市民の運動と、それ

と逆に非常に右傾化し、歴史事実を歪曲した

「教科者」をつくろうとする勢力との間には、

きびしい対抗関係が続いています。その中で

教育労働者たちの要求が一定実現し、守られ

るのは、家永教科書裁判にかかわった先人た

ちの努力の成果なのです。 

 

４．国家に人権を守らせる 

（１）国家による人権侵害 

 国家は、最大・最強の権力主体であり、人

権侵害のもっとも危険な主体として意識され

てきました。だから人権を守るという場合、

国家による人権侵害を防ぐ、言いかえれば国

民と国家の関係を憲法で規律すれば、ある程

度は足りていたのです。 

しかしグローバル化した巨大企業は富を蓄

積し、小さな国の経済規模を超えることすら

あります。こういった企業は国家権力そのも

のではないのですが―だから社会的権力とも

いいます―そうすると、社会権力による搾

取、抑圧、差別は、憲法違反とはならないと

いうことなのでしょうか。 

すべての人が人間らしく生きることを保障

することに、人権の本質があります。たしか

にかつては国家権力による侵害が主要な問題

であったのに対し、時代の変化とともに、巨

大な社会権力による侵害「も」また、私たち

の人間的な暮らしを脅かす場面が少なくな

い。ですから、「社会的権力による抑圧は、

人権侵害とはいえない」とは言えなくなって

きたのです。 

人権を歴史の中で考えるというときは、人

権の種類だけではなく、侵害主体の変化も視

野にいれる必要があります。 
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（２）国家による人権侵害を許さない 

とはいえ現在でも、人権にとって最大の脅

威となるのは、ともすると暴走してしまう国

家権力です。国家による人権侵害を許さな

い、国家権力の暴走を許さない、ということ

が、人権保障にとっての最重要課題であるこ

とはまちがいないでしょう。 

日本の場合、日本国憲法のなかで権利の保

障がすでに書かれている（46年に明文化さ

れている）。だから「人権を守る運動」イコ

ール「憲法を守る運動」になります。憲法を

守る運動と人権を守る運動は、同じ形をとる

のです。 

ときどき「憲法を守る（護憲）というの

は、後ろ向きで守旧的だ」と、憲法擁護運動

を非難するひとがいます。でも「憲法を守

る」ということは、人権を発展させるための

努力を重ね、それを後代にバトンタッチす

る、例の憲法97条の仕組と思想を受け入れ

るということです。当然その中には、歴史と

ともに人権を発展させるというとてもダイナ

ミックな性格が組み込まれています。決して

後ろ向きで保守的なものではないでしょう。 

国家（この場合、中央政府だけでなく、地

方自治体もふくみます）による人権を防ぐた

めに、憲法自身にはどのような工夫がほどこ

されているでしょうか。 

 

① 憲法自身につよい位置づけと力をもた

せる（「最高法規性」「最高規範性」） 

憲法は、他の行政行為や法律・条例などと

の関係で最高法規であり、国家といえどもこ

の最高法規性を覆すことはできません。この

ように、憲法に最高法規制をもたせることよ

って、内閣や国会による人権侵害を否定する

ことができます。 

憲法98条1項「この憲法は、国の最高法規

であって、その条規に反する法律、命令、詔

勅[しょうちょく]及び国務に関するその他の

行為の全部又は一部は、その効力を有しな

い」は、憲法が最高法規であることをあきら

かに宣言します。 

もし憲法の最高法規性が名実ともにきちん

と守られれば、内閣の閣議決定によってある

日突然、それまで憲法で禁じられると説明さ

れてきた集団的自衛権の行使が合憲化される

というような「憲法クーデター」は起こりえ

なかったはずです。逆にいうと、憲法の最高

法規性が、実態として守られていないという

ことになります。 

 

② 憲法に反する行為を許さないよう違憲

審査制度（司法審査制度）を整える 

憲法81条「最高裁判所は、一切の法律、

命令、規則又は処分が憲法に適合するかしな

いかを決定する権限を有する終審裁判所であ

る」は、違憲審査制度（司法審査制度）の根

拠規定です。 

裁判所によって違憲（憲法違反）と判断さ

れた法律や命令は、憲法98条（憲法の最高

法規性）とあわせて、無効（法的な効力のな

いこと）とされます。この違憲審査制度も、

国家による人権侵害を防ぐための重要な防波

堤となるのです。 

 

③ 国家権力を行使する公務員を、憲法に

したがわせる（公務員の憲法尊重擁護義

務） 

憲法99条は「天皇又は摂政及び国務大

臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、こ

の憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」と規定

します。 
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国家権力を行使する主体は、究極的には主

権者である国民です。しかし日常的な権力行

使は、国家公務員・地方公務員などに委ねら

れます。そこで憲法破壊を防ぐには、何より

も公務員に憲法を守らせることが重要になる

のです。 

 このことは憲法第99条に書かれていま

す。同条によれば、憲法を尊重し擁護する義

務はすべての公務員に課せられているもので

す。他方、一般国民にその義務はおよびませ

ん。なぜなら憲法は、国家による侵害から守

ることを主眼としてつくられたものだからで

す。 

 

④ 権力者を国民にしたがわせる（国民主

権、国民の公務員選定罷免権） 

権力者を国民にしたがわせることによっ

て、権力者による憲法と人権破壊を防ぐため

に重要です。 

 日本国憲法第 1条は、国民が主権者である

ことを規定し、天皇は象徴に退きました。ま

た 15 条 1 項「公務員を選定し、及びこれを

罷免することは、国民固有の権利である」も、

政治権力を究極的に国民の手に委ねることで、

憲法破壊がおこなわせないことにつながって

います。 

 

⑤ 権力者に都合のいいように、憲法を変

えさせない（変えにくい憲法＝硬性憲

法） 

 憲法96条がさだめる憲法改正手続も非常

に重要な問題です。 

日本国憲法の改正手続は、二段階で構成さ

れています。第一段階では「各議院の総議員

の三分の二以上の賛成」（憲法96条１項）

がないと、国会は発議ができません。普通の

法律が各院の多数決（出席議員の過半数）で

決定するのと違い、ハードルを上げていま

す。第二段階では、国民投票によって承認さ

れることを求めています。 

国民投票の手続は、改憲国民投票法という

法律によって詳細がさだめられています。し

かし改憲国民投票法には、(a)改憲成立に必

要な最低投票数・最低投票率の規定がないの

で、わずかの投票だけで改憲が成立してしま

うおそれがあること、(b)憲法改正国民運動

におけるテレビなどの有料広告（それはとて

も高額です）の規制が欠けているので、潤沢

な資金をもった者の主張のみが一方的に氾濫

するおそれがあること、(c)憲法問題にかん

する教員や公務員の発言の自由が不当に制限

されるおそれがあること、など深刻な問題点

が指摘されています。この法律をつかった国

民投票と憲法改正は、非常に不公正なものと

なる恐れが強いのです。 

権力者は、ともすれば自己に都合がいいよ

うに憲法を変えたがります。しかし、日本国

憲法は憲法を国家権力から守るためにあえて

変えにくい憲法になっています。こういう憲

法(変えにくい憲法)のことを、硬い憲法、硬

性憲法と呼んでいます。それは世界的にも普

通のことです。権力者が憲法を簡単に変えて

しまうなら、人権保障にとってよからぬこと

が起きる。これは歴史的経験で実証されてい

るからです。 

 

５．人権保障の課題 

 それではいま、わたしたちはどういった

点に留意して人権を守る努力を続けなければ

いけないのでしょうか。大きく３つのことを

お話しします。 
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（１）最大の人権侵害としての戦争、そ

して平和主義の意義 

 ひとつ目には、戦争と平和の問題です。人

類は20世紀に２つの大きな世界大戦を経験

しました。ところがそれで戦争がなくなった

わけではなく、残念ながら21世紀になって

からも米軍のアフガン・イラク侵略や、シリ

ア内戦など、世界では戦争は絶えません。 

科学技術の発展とともに、ピンポイントで

殺傷破壊する能力の高い兵器の開発が進んで

います。ガザにある外国のメディアが入って

いる建物にイスラエルから「10分後に爆撃

する」という予告があり、メディア関係者が

建物から逃げました。その10分後に、建物

は爆撃されました。 

イスラエル軍の蛮行をつぶさに報道するメ

ディアのことを、イスラエルは目の敵にして

いました。爆撃された建物には、アラブ系の

情報発信として重要なアルジャジーラという

通信社の支社やヨーロッパの支社も入ってい

ました。そこが狙わたのです。 

これが衝撃的だったのは、隣の建物は壊さ

ずに、ある建物だけがピンポイントで狙われ

破壊されたということです。この技術を応用

すれば、狙った場所だけを壊す小型核兵器も

使用可能となるでしょう。ピンポイントの殺

傷能力が高まれば、核兵器保有国によって核

兵器は使いやすいものとなります。都市全体

を破壊せず限定した場所だけを破壊すること

ができるからです。核兵器を実際に使用する

誘惑が高まるのではないかと思います。 

ところでこの空爆によって壊されたのはメ

ディアセンターの建物だけではありません。

イスラエルの侵略行為を世界に伝える「取

材・報道の自由」が攻撃されたのです。今後

もイスラエルに不利な報道をするなら、同じ

ような蛮行をくりかえすというメッセージで

あることは明らかです。戦争は、最大の人権

侵害なのです。 

人権保障という課題との関係で、戦争をや

めさせること、平和をまもることが不可欠の

前提になります。 

 

（２）日本国憲法と平和的生存権 

日本国憲法の平和主義というと、9 条が想

起されます。しかしそれだけでなく、前文に

もたいせつな部分がありますので、そこを引

用します。 

「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間

相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚

するのであって、平和を愛する諸国民の公正

と信義に信頼して、われらの安全と生存を保

持しようと決意した。われらは、平和を維持

し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠

に除去しようと努めてゐる国際社会におい

て、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われら

は、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏か

ら免かれ、平和のうちに生存する権利を有す

ることを確認する。」 

 

下線を付けた部分は、一般に平和的生存権

（を保障する一節）と言われています。40

年ぐらい前ですと、「憲法の前文は法的に意

味がない（法的規範性がない）」と主張する

人もいました。でも今では、前文であって

も、具体性のある部分は法的規範性があると

理解されています。すでに自衛隊のイラク派

遣との関係で、名古屋高等裁判所の判決が、

「憲法の前文の平和的生存権は他の人権にと

ってのベーシックになる権利」とのべていま

す。だから現在では平和的生存権も、憲法の

他の条項と同じように法的に保障された人権
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ととらえられています。 

平和的生存権の注目されるところのひとつ

に、享有主体性（持ち主性）のひろがりがあ

ります。この人権は単に日本国民だけではな

く、アフガン、パレスチナ、あるいはミャン

マーなど、軍隊によって命と暮らしをおびや

かされている世界中の人々の人権でもある、

ということです。日本国憲法はそういう人々

の人権も「立法その他の国政の上で、最大の

尊重を必要とする」（13条）とうたってい

ます。 

 

（３）自民党の憲法改悪策動にストップ

をかける 

自民党はこれまでなんども憲法改悪案や構

想をだしてきました。そのため「最近の自民

党の改憲構想はこれだ」ということから分か

りづらくなっています。いちばん最近のもの

は、2018年にだされた「改憲たたき台素

案」です。この「改憲たたき台素案」は、そ

れ以前の自民党改憲案・改憲構想に比べると

コンパクトにまとめられ、改憲のポイントを

４つにしぼっています。 

ひとつは９条改憲です。現行憲法の「戦力

をもたない」ところにクサビを打ちこむた

め、安倍前首相は、９条に「自衛隊をもつ」

という意味の文言を書き込もうとしました。

もしそのような改憲が実現すれば、自衛隊は

アメリカ軍と一体化して、世界各地で戦争を

することが可能になるでしょう。いうまでも

なく、これが自民党改憲の最大の狙いです。 

もうひとつのポイントは、憲法に緊急事態

条項を加えるという緊急事態条項改憲です。

「緊急事態」に内閣や内閣総理大臣に国家権

力を集中させる。そして内閣の判断で、国民

の権利や自由を奪うことを可能にするという

ものです。 

緊急事態条項は、内閣首相独裁制を導くお

それがあり、人権にとって非常に危険なもの

です。しかし多くの人にはその危険性が伝わ

っていないことも事実です。むしろ新型コロ

ナウイルス感染拡大で日常的な生活が破壊さ

れていくとき、このような改憲を安易に受け

入れてしまいかねない「世論」があるでしょ

う。 

しかし仮に緊急事態条項改憲をして首相独

裁をしいたとしても、パンデミック対策には

無力なのです。市民や専門家の声に耳を貸さ

ない菅政権がコロナ対策に有効な策を講じる

ことができず、人々の信頼感をどんどん失っ

ている現実をみれば、あきらかです。ふだん

から法的・社会的・医学的な準備をおこたら

ないこと。問題が発生したのちも市民や専門

家や国会の意見を聞きながら、民主的に対処

すること。必要なのはこういう政治です。 

 

（４）住民の人権を守る地方自治体 

 人権保障の第四の課題は、地方自治の充実

です。憲法第 8 章で規定される地方自治は、

人権保障と密接にかかわっています。 

地方自治は２つの柱によって支えられてい

ると説明されます。 

 

①「住民からの要求」に忠実であること

（住民自治） 

第一の柱は、「地方自治の主人公は住民で

あり、住民の要求にもとづき地方政治は行わ

れなければいけない」という考え方です。こ

れを「住民自治」と呼んでいます。 

住民が地方政治の主人公であるためには、

地方の民主主義の過程がとても重要になって

いきます。もちろんその中には地方議会の議
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員を選出するということもありますが、地方

の行政のあり方について住民の意思をふだん

から反映させていくことも非常に重要です。

これによって住民のねがう人権保障が確実に

実現されていくのです。 

 

② 国や他の自治体との関係で、地方自治

体が独立していること（団体自治） 

もうひとつの柱は「国との関係や他の自治

体との関係で、地方自治体が独立する」とい

うことです。これを「団体自治」といいます。 

各地方自治体には権限の点でも、あるいは

お金や人（公務員）の力の点でも、他に頼ら

ずに自分たちで政治をする力が備わっていな

ければなりません。これがないと、結局は国

の言いなりになってしまいます。地方自治を

しっかり確立させるには、団体自治を確保す

ることが重要なのです。 

余談ですが、愛知県知事のリコール署名が

偽造され、あやうく偽造署名にもとづいた県

知事のリコールが行われかねなかったという

事件がありました。県知事リコール運動の先

頭にたっていたのが、名古屋市長でした。県

も市も独立した自治体で上下関係はありませ

ん。ある自治体の長が、ある自治体の長のリ

コールをあおったということは、（偽造署名

問題とは別に）、団体自治の精神に反する行

為ではなかったか、と思います。 

 

③ 地方公務員の権利保障 

 住民が主体となって、住民の手で、住民の

人権を守る。これが地方自治体の目標です。

日常的には、地方自治体の公務員が重要な役

割を担います。 

地方公務員にとって、地方自治体の中の長

や上司の言いなりになることが本来の役割で

はありません。「全体の奉仕者」（憲法15

条2項）として、国家公務員のばあいは国民

全体、地方公務員の場合は住民全体のための

行政を実現しなければならないのです。公務

員の自由、権利、あるいは身分保障も、この

ような観点から重視されなくてはならない。 

ときには長や上司に対して異論の声をあげ

なければならないこともあるでしょう。その

意味では地方公務員に発言と身分を保障する

ことは、住民によって重要な利益につながる

といえます。 

しばしば住民の利益と地方公務員の利益を

対立的にとらえ、公務員は贅沢をしていると

か、公務員の自由は制限されるべきだという

ような非難を浴びせる人がいます。しかし地

方公務員の権利が保障されないところで住民

の人権は実現できないのです。 

 

おわりに 

 一つひとつの憲法の条文の解釈とは少し離

れ、人権を常に守り、常に発展させていくた

めには今、何が必要か。そのためにみなさん

の仕事との関係でどのようなことが言えるの

か、ということをお話ししました。以上で私

の講義は終了します。 
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